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第３回下水道事業経営審議会資料



下水道事業経営審議会のスケジュール

開催回数 開催日 会議内容

第１回 平成２８年４月２８日（木） ・下水道事業の現状について

第２回 平成２８年６月９日（木）
・下水道の財政収支見通しについて
・下水道使用料について

第３回 平成２８年９月６日（火） ・下水道事業の経営の安定化に向けて

第４回 平成２８年１０月中旬
・総括的な意見交換と意見のまとめ
・答申書（案）について

第５回 平成２８年１１月中旬 ・答申書の決定
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第３回下水道事業経営審議会の審議資料

第１節 下水道事業の現状と課題

１ 整備状況と今後の事業展開 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5

２ 経営状況と経営健全化への取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12

第２節 経営健全化に向けた下水道使用料のあり方

１ 下水道使用料の課題と見直しの方向性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P20

２ 下水道使用料水準の検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P24
３ 下水道使用料体系の検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P32

第３節 下水道事業の経営健全化に向けて

１ 地方公営企業法の適用とガバナンスの向上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P36

２ 経営戦略の策定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P39
３ 下水道使用料の見直し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P41
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下水道事業の現状と課題



１ 整備状況と今後の事業展開

（１） 整備状況

昭和５４年３月 都市計画法事業認可

昭和６１年３月 公共下水道供用開始

木津川流域下水道洛南浄化センター処理開始

項 目 平成２７年度 平成２６年度 増 減

処理面積 １，１７５．７ha １，１６５．２ha １０．５ha

処理区域内人口 (A) ６５，８８８人 ６５，５３２人 ３５６人

人口普及率 ９８．２％ ９８．１％ ０．１％

水洗化人口 (B) ６３，２６３人 ６２，８６１人 ４０２人

水洗化率 (B)÷(A)×100 ９６．０％ ９５．９％ ０．１％

総事業費 ３４，８１７，９４５千円 ３４，６７６，９８７千円 １４０，９５８千円

下水道管布設延長 ２７８km ２７５km ３km

年間総処理水量 (C) ９，３５３，３９８㎥ ８，９２６，９６０㎥ ４２６，４３８㎥

年間有収水量 (D) ８，１７８，５１２㎥ ８，１２４，９６６㎥ ５３，５４６㎥

有収率 (D)÷(C)×100 ８７．４％ ９１．０％ △３．６％

5



1,083.2 

1,133.7 

1,144.9 

1,158.9 
1,165.2 

1,175.7 

1,020

1,040

1,060

1,080

1,100

1,120

1,140

1,160

1,180

1,200

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

整備面積の推移

6

（ha）
年 度 整備面積 （ha）
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人口普及率の推移
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下水道管布設延長の推移
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10※ 有収水量 : 使用料の対象となった水量 有収率 : 総処理水量に占める有収水量の割合



（２） 今後の事業展開
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平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 計

補助事業 155.0 141.0 99.0 31.0 426.0

単費事業 241.0 144.9 143.8 146.0 675.7

合 計 396.0 285.9 242.8 177.0 1,101.7

内

訳

長寿命化対策事業
総合地震対策事業等

179.0 163.0 123.0 62.0 527.0

未整備地区解消事業等 203.0 110.0 110.0 80.0 503.0

設計業務委託 14.0 12.9 9.8 35.0 71.7

・ 松井ケ丘や同志社住宅など移管老朽施設の長寿命化の計画的な推進 （平成28年度～平成32年度）
→ ライフサイクルコストの縮減 （布設替えと改築の費用比較）

・ 投資効果の検証と優先順位の明確化による効率的な事業展開
・ 計画的かつ能率的な下水道施設の維持管理

→ 地方公営企業会計導入の利点を生かした資産の把握
→ 施設管理を最適化する手法 （ストックマネジメントなど）の検討

・ 単費事業など投資に必要な財源の確保（水洗化促進（未整備地区解消）に向けた公費支援の強化）

建設改良に係る事業費の見通し （単位 百万円）

※ ライフサイクルコスト :計画・設計・施工から維持管理、最終的な解体・廃棄までに要する費用の総額
※ ストックマネジメント : 長期的な視野で下水道施設全体の今後の老朽化の進捗状況を考慮し、リスク評価等による優先順位付け行ったうえで、施設の点検、調査、

修繕、改築を実施し、施設全体を対象とした施設管理を最適化することを目的とする。

※ 総合地震対策事業 : 緊急輸送路、主要避難路、防災拠点につながる道路下の下水道管や河川等を横断する下水道管など重要路線における下水道施設の耐震化事業
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２ 経営状況と経営健全化への取り組み

（１） 経営状況 毎年、４億円～５億円の資金不足に対して、長い間、政策的な公費支援を受けて収支を均衡

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

収入 934,055 929,234 1,043,633 1,039,637 1,113,408 1,161,156

支出 934,055 929,234 940,411 910,764 951,414 954,053

収支 0 0 103,222 128,873 161,994 207,103

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

収入 1,323,700 1,182,879 1,021,382 984,697 874,125 823,636

支出 1,323,860 1,182,654 1,114,616 1,117,884 1,037,961 1,003,918

収支 △160 225 △93,234 △133,187 △163,836 △180,282

収益的収支（下水道管の維持補修や汚水処理など日々の活動で発生する収入及び支出） （単位 千円）

資本的収支（下水道管の布設や施設の改良など投資活動で発生する収入及び支出） （単位 千円）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

国基準内 293,418 297,753 324,761 355,073 396,365 439,997

資金不足分 476,472 495,747 481,739 402,027 405,635 407,803

合計 769,890 793,500 806,500 757,100 802,000 847,800

収益的収入及び資本的収入のうち、一般会計繰入金（公費からの支援） （単位 千円）



昭和５４年の事業着手以来、公共下水道の建設事業や流域下水道（洛南浄化センター）の建設負担金のために借
り入れてきた地方債（有利子負債）の残高は、平成２８年３月末で約１１４億円となりました。

平成１８年の約１３４億円をピークに緩やかな減少が続いていますが、元利合計で年間１１億円以上の返済金が依
然として経営上の大きな負担となっています。
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地方債（借入金）残高対事業規模比率
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平成26年度全国平均
776.35％

平成26年度京都府平均
968.72％

（％） 【料金収入に対する地方債（借入金）残高の割合で、投資規模が適切かどうかを表す指標】

平成１８年をピークに借入金残高は減少 → 比率が改善し類似団体平均を下回っている
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（百万円）

昭和55年頃から本格整備→ 下水道事業の資産は比較的新しく、30年経年していない資産が多い
法定耐用年数50年→ 平成47年（2035年）頃から更新投資需要が急増見込み

中長期的に
平準化し再
構築・更新
が必要

投資額が９
億円以上の
大型投資が
偏在している

将来の
需要予測



下水道管の延長
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平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

官庁会計 企業会計

収 入 885,706 1,330,099 1,328,461 1,323,385

支 出 966,656 1,786,785 1,798,448 1,800,634

収支 △80,950 △456,686 △468,987 △477,249

収益的収支見通し 【下水道管の維持補修や汚水処理など日々の活動で発生する収入及び支出】 （単位:千円）

資本的収支見通し 【下水道管の布設や施設の改良など投資活動で発生する収入と支出】

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

官庁会計 企業会計

収 入 917,215 866,734 791,160 721,235

支 出 1,310,620 1,249,589 1,230,539 1,186,335

収支 △393,405 △382,855 △439,379 △465,100

（単位:千円）
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（２）今後の収支見通し

（注） 上記収支見通しの収入には、国の基準に基づく一般会計繰入金を含む。
資本的支出には、９ページの建設改良に係る事業費を含む。

今後も収支不足が発生する見通し
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持続的な経費の削減
・不明水の発生抑制のための原因把握と対応策の重点実施
・投資効果の検証と優先順位の明確化による効率的な事業展開
・世代間での負担バランスの適正化と将来負担（借入金）の削減
・京都府及び関係市町との連携による木津川流域下水道（洛南浄化センター）の効率的運営 など

財源の確保
・適正な下水道使用料の確保
・処理区域内での早期水洗化指導の強化
・下水道使用料徴収率の向上 など

（３）経営健全化への取り組み

地方公営企業の経営の原則

地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運
営されなければならない。

下水道事業を取り巻く状況
・下水道の人口普及率が約99％となり、概ね整備が完了
・人口増による使用者の増加と節水機器の普及による水量の減少

→ 下水道使用水量はほぼ横ばい （平成26年度→平成27年度 0.6％増）
→ 下水道使用料の大幅な増収は見込めない

持続可能な下水道サービスの提供
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経営健全化に向けた下水道使用料のあり方
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下水道事業を取り巻く状況
・下水道の人口普及率が約99％となり、概ね整備が完了
・人口増による使用者の増加と節水機器の普及による水量の減少

→ 下水道使用水量はほぼ横ばい （平成26年度→平成27年度 0.6％増）
→ 下水道使用料の大幅な増収は見込めない

（千円）

※ 平成26年度及び平成27年度は決算額、平成28年度以降は見込み額



（１）使用料対象経費

維持管理費の約５０％を各使用者が負担

資本費（借入返済金）については、供用開始初期段階であるので、使用者負担の軽減を図るため、次回の算定時に検討

（２）使用料の制度

基本料金と超過料金の２部料金制

（３）使用料の徴収方法

２使用月分を１期とし、期単位で徴収

（４）標準的な一般家庭用使用料

１月２０㎥使用した場合 （６１９円＋６６円/㎥×１０㎥）×１．０８＝１，３８１円/月 （消費税込み）
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（２）京田辺市の下水道使用料 （昭和６１年３月３１日適用）

一般汚水

区分 汚水量区分 金額
基本料金 １０㎥まで ６１９円
超過料金
（１㎥につき）

１１㎥～２０㎥ ６６円
２１㎥～３０㎥ ７６円
３１㎥～１００㎥ ９０円
１０１㎥～１，０００㎥ １０４円
１，００１㎥～１，５００㎥ １１９円
１，５００㎥超 １２８円

公衆浴場汚水
汚水量区分 金額

１㎥につき ３００㎥まで ２８円
３００㎥超 ３８円

（消費税抜き）



下
水
道
処
理
費

雨水公費・汚水私費の原則

雨水にかかる経費

汚水にかかる経費

公費（一般会計繰入金）

私費（下水道使用料）

自然現象によるもので、地下水や雨水の排
除により、浸水からまちを守り、機能の保全
を発揮することで、受益の範囲が広く一般市
民に及ぶ

原因者及び下水道使用者を特定でき、受益
の範囲は使用者に直接つながる
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（３）下水道使用料の負担の原則



地方財政法

（公営企業の経営）
第６条 公営企業で政令で定めるものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性
質上当該公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが客観的に困難であると認められる経費を除き、当該企業
の経営に伴う収入をもってこれに充てなければならない。

下水道法
（使用料）
第20条 公共下水道管理者は、条例で定めるところにより、公共下水道を使用する者から使用料を徴収することがで
きる。
２ 使用料は、次の原則によって定めなければならない。
（１） 下水の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること。
（２） 能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること。
（３） 定率又は定額をもって明確に定められていること。
（４） 特定の使用者に対して不当な差別的取扱をするものでないこと。

下水道使用料の基本原則

23

（４）下水道使用料の見直しの方向性



（１）下水道使用料の対象経費

◇ 下水道サービスを提供するために必要な費用（維持管理費）

◇ 地方債の支払利息（資本費）

◇ 今後の投資や資産維持のための費用（資本費）

維持管理費 資本費

人件費
流域下水道負担金
施設補修費
委託料 など

【官庁会計の場合】

地方債元利償還費

＝ 下水道使用料＋

下水道事業を行うための経費（汚水処理費用）

【企業会計の場合】

減価償却費
地方債支払利息

24

２ 下水道使用料水準の検討

収支均衡
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（２）下水道使用料収入と汚水処理費用 （官庁会計）

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

下水道使用料 ① ６９９，７９１ ６９７，６７４ ６９６，８２９ ７０９，７６０ ７３２，９２４ ７３６，７７９

維持管理費 (A) ５５２，０９７ ５６０，６４２ ５９０，３５６ ５８２，２６９ ６４５，４７７ ６７２，１６８

うち流域下水道負
担金

３９８，４７１ ４１８，０８９ ４３４，７７２ ４４２，９３０ ４９１，７１３ ５０９，０６９

資本費 (B) ８４５，２６０ ８６６，４９６ ８６３，５５２ ８３１，１０５ ８４８，３２２ ８４０，８４５

うち元金分 ４６３，３０２ ４９７，９０４ ５１３，４９７ ５０２，６１０ ５４２，３８５ ５５８，９６０

うち利息分 ３８１，９５８ ３６８，５９２ ３５０，０５５ ３２８，４９５ ３０５，９３７ ２８１，８８５

費用合計 (A+B) １，３９７，３５７ １，４２７，１３８ １，４５３，９０８ １，４１３，３７４ １，４９３，７９９ １，５１３，０１３

費用合計うち汚水処理
費 ②

１，０４８，７９１ １，１２１，４１５ １，１２９，９４９ １，０５８，３８１ １，０９７，５２９ １，０７３，１２６

差引収支 ①－② △３４９，０００ △４２３，７４１ △４３３，１２０ △３４８，６２１ △３６４，６０５ △３３６，３４７

経費回収率 ②÷① ６６．７％ ６２．２％ ６１．７％ ６７．１％ ６６．８％ ６８．７％

（単位 千円、消費税込み）

（消費税率５％→８％）

→ 汚水処理費用を使用料で回収できていない（毎年、３億円以上の収支不足が発生）
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汚水処理原価合計
131.21

汚水処理原価合計
135.08

△44.87
△41.12

（３）１㎥当たりの使用料収入と汚水処理費用 （官庁会計）

※使用料単価 : 年間下水道使用料収入÷年間有収水量
※汚水処理原価 : 年間汚水処理費用÷年間有収水量

経費回収率
66.8％

経費回収率
68.7％

昭和60年開始当初の使用料は維持管理費の50％程度
↓

現在の使用料は維持管理費と資本費の一部を賄う水準



（４）平成２６年度京都府内市町の経費回収率

市町名 使用料単価 A 汚水処理原価 B 経費回収率 B/A 使用料 20㎥（税込）

舞鶴市 １２９．５３円 １５０．９３円 ８５．８２％ ２，３９１円

福知山市【法適用】 １２１．６円 １５０．６円 ８０．７４％ ２，２４６円

綾部市 １５４．１９円 ４５１．４９円 ３４．１５％ ２，３７６円

宇治市 １４５．９５円 ２１２．３２円 ６８．７４％ ３，０２６円

宮津市 ２０９．２７円 ３９０．８６円 ５３．５４％ ３，０８４円

亀岡市【法適用】 １９６．５円 １７１．９円 １１４．３４％ ２，９１６円

城陽市【法適用】 １４８．２円 １３９．７円 １０６．０６％ ２，８０８円

向日市 １３０．４０円 １４９．９５円 ８６．９６％ ２，２２４円

長岡京市 １１９．９０円 １６５．１６円 ７２．６０％ １，８６３円

八幡市【法適用】 １２７．５円 １３８．５円 ９２．０６％ ２，５０９円

京田辺市 ９０．２１円 １３５．０８円 ６６．７８％ １，３８１円

京丹後市 １５６．２３円 ６４３．２５円 ２４．２９％ ３，１３７円

南丹市 １９６．５６円 ２９１．０４円 ６７．５４％ ３，３６０円

木津川市 １３４．４０円 １５０．００円 ８９．６０％ ２，４８４円

【出典】平成26年度地方公営企業決算統計
27



（４）平成２６年度京都府内市町の経費回収率

市町名 使用料単価 A 汚水処理原価 B 経費回収率 B/A 使用料 20㎥/期

大山崎町 １２５．８３円 １１４．３４円 １１０．０４％ １，５１２円

久御山町 １３５．９９円 １５９．５０円 ８５．２６％ １，９０９円

井手町 １２９．０５円 ２３８．２３円 ５４．１７％ １，９９２円

宇治田原町 １３２．９９円 ３６６．４１円 ３６．２９％ ２，５１９円

精華町 １２４．３５円 １６８．１５円 ７３．９５％ ２，２６８円

与謝野町 １４５．３５円 ３５５．４０円 ４０．９０％ ２，４６８円

２０市町の平均 － － ７２．２％ ２，４２４円

うち地方公営企業法
非適用１６市町平均

－ － ７０．３％ －

うち地方公営企業法
適用４市平均

－ － ９８．３％ －

京田辺市の類似団体平均 － － ７６．３％ －

全国平均 － － ９６．６％ －

【出典】平成26年度地方公営企業決算統計
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（％） 平成２６年度京都府内市町の経費回収率

29※経費回収率 : 下水道使用料単価÷下水道汚水処理原価×100 【出典】平成26年度地方公営企業決算統計



（５）収支不足を解消するための下水道使用料の算出

現 状
経費回収率概ね100％
（平成27年度決算ベース）

使用料改定率 － 約45％

基本料金 1,238円/期 1,800円/期

基本水量 20㎥ 20㎥

超過
料金
単価

21～40㎥ 66円 95円

41～60㎥ 76円 110円

61～200㎥ 90円 130円

201㎥～2,000㎥ 104円 150円

2,001㎥～3,000㎥ 119円 175円

3,001㎥以上 128円 185円

逓増度 6段階 1.9倍 6段階 1.9倍

使
用
料

40㎥/期 2,558円/期 3,700円/期

60㎥/期 4,078円/期 5,900円/期

100㎥/期 7,678円/期 11,100円/期

200㎥/期 16,678円/期 24,100円/期

年間使用料収入増見込み － 300百万円（消費税込み324百万円）

（消費税抜き）

※ 下水道使用料の基本料金は10円単位で、超過料金単価は5円単位で設定しています。
※ 平成27年度の使用水量をもとに試算しています。 30
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※ 下水道使用料：1か月20㎥を使用した場合の使用料（2か月設定の市町については、40㎥を使用した場合の使用料の2分の1の額）

（単位:円/月、消費税込み）

①

31
【出典】平成26年度地方公営企業決算統計

経費回収率に基づく下水道使用料の試算（消費税込み）
◇現在の京田辺の使用料 1,381円/月

（基本料金619円＋超過料金66円/㎥×10㎥）×1.08
①平成27年度決算経費回収率100％ 1,998円/月

（基本料金900円＋超過料金95円/㎥×10㎥）×1.08
②京都府内平均経費回収率72％ 1,458円/月

（基本料金650円＋超過料金70円/㎥×10㎥）×1.08
③類似団体平均経費回収率76％ 1,544円/月

（基本料金680円＋超過料金75円/㎥×10㎥）×1.08②

③



２部料金制

料金が使用水量にかかわらず一律である「基本料金」と使用水量に応じて支払額が変動する「超過料金」の２部から構成され
る料金制度

基本料金 超過料金

汚水放流量に関係なく、下水道事業を行うた
め必要な固定的経費を回収する料金として
位置づけ

汚水放流量に応じて発生する変動的な経費
を回収する料金として位置づけ

32

３ 下水道使用料体系の検討

（１）現行の下水道使用料体系

一般汚水 区分 汚水量区分 金額

基本料金 １０㎥まで ６１９円

超過料金
（１㎥につき）

１１㎥～２０㎥ ６６円

２１㎥～３０㎥ ７６円

３１㎥～１００㎥ ９０円

１０１㎥～１，０００㎥ １０４円

１，００１㎥～１，５００㎥ １１９円

１，５００㎥超 １２８円

公衆浴場汚水 汚水量区分 金額

１㎥につき ３００㎥まで ２８円

３００㎥超 ３８円

（消費税抜き）



基本料金

超過料金

逓増
料金制

・汚水処理費用の大半は人件費や施設などの固定費であり、必要な費用を基本
料金で回収することで、経営が安定する
・使用料改定の影響が特定の利用者に偏らず、全ての利用者に及ぶ
・基本料金を上げると少量使用者の負担が重くなる

・使用者の使用量や態様などに応じて使用料を回収することができる

・収入を超過料金に依存すると、有収水量が減少すれば料金の値上げを検討せ
ざるを得なくなる
・節水したにもかかわらず料金の値上げとなると市民から理解を得にくい

・多量使用の抑制を図ることができる
・節水機器の普及により、使用量は減少傾向にある
・均一単価に比べて、多量使用者の負担が重くなる

33

（２）下水道使用料体系の見直しとその効果
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（3）下水道使用料体系の検討

水量ランク数 最低単価 最高単価 累進度

京田辺市 ６段階 ６６円/㎥ １２８円/㎥ １．９倍

京都府内20市町平均 ６段階 １０６円/㎥ ２００円/㎥ ２．０倍

最高市町 ９段階 １５７円/㎥ ３２０円/㎥ ４．１倍

最低市町 ３段階 ４０円/㎥ １２８円/㎥ １．１倍

② 超過料金（累進度）

基本水量 市町名

５㎥ 京都市、福知山市、長岡京市、京丹後市 【4市】

８㎥ 舞鶴市、八幡市 【2市】

１０㎥
綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、
井手町、宇治田原町、精華町、和束町、京丹波町、与謝野町 【16市町】

０㎥ 南丹市 【1市】

① 基本料金

全国的には、全体の約87％が基本使用料をベースとした従量制を採用している。また、使用量が増大するにつれ
割増額が増大していく累進制を採用しているのは全体の約73％となっている。

京都府内市町の下水道使用料体系

【参考】京田辺市の基本水量内の使用件数（平成27年度実績）
１０㎥以内 3,612件 、 8㎥以内 2,725件 、 5㎥以内 1,720件 、 0㎥ 553件

※ 市民に分かりやすい使用料体系 → 上・下水道の体系の一元化の検討
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下水道事業の経営健全化に向けて



１ 地方公営企業法の適用とガバナンスの向上 【経営の見える化】

36

（１）地方公営企業法の適用
→ 平成３０年度～ 地方公営企業法の適用と企業会計の導入
→ 減価償却費が導入され、金額ベースでの資産の老朽化の状態の的確な把握が可能となる

（２）分かりやすい経営情報の開示
→ 損益情報（利益・損失）、ストック情報（財務状況）
→ 経営成績（指標による近隣市町や類似団体との比較）

官庁会計

歳入 歳出

費用
収益

損益

資産

負債

資本

企業会計

損益計算書 貸借対照表

１年間の現金の出入 １年間の収益・費用 ある時点の資産・負債残高

発生主義 債権、債務が発生した事実をもって記帳
複式簿記 ストック情報の適正な把握

※ガバナンス : 企業統治、企業経営
※ストック情報 : 資産など下水道の持ち物の情報



① 損益情報・ストック情報の把握
財務諸規定等の適用により、管理運営に係る取引（損益取引）と建設改良等に係る取引（資本取引）が区分して経理され、経営成
績を適正に示すことや利益・損失の確定を適切に行うことができるため、その分析を通じて経営の基本計画である「経営戦略」の策
定に必要な基礎的情報を得ることができるようになる。

減価償却費が導入され、金額ベースでの資産の老朽化の状態の的確な把握が可能となり、適切な更新計画の策定や資金の確保
に役立つ。

② 企業間での経営状況の比較

④ 市民や議会によるガバナンスの向上

③ 経営の自由度向上による経営の効率化とサービス向上

⑤ 上下水道との組織統合による事務の効率化と職員数の抑制

他の類似の公営企業との比較が可能となることから、経営成績や財政状況をより正確に評価・判断することができるようになる。

予算を超える弾力的な支出、効率的・機動的な資産管理が可能となり、経営の自由度が向上し、市民ニーズへの迅速な対応や、
経営の効率化、サービスの向上につながる。

比較可能で財務状況を把握しやすい企業会計の採用、決算の早期化など開示の充実がなされ、市民や議会によるガバナンスの
向上が期待される。

上水道と組織統合し、経営管理を一体処理することで、上水道で蓄積されたノウハウを活用するとともに、事務を効率化し、職員
数と人件費の増加を抑える。（下水道課の職員数 平成１８年度 正職員１４名 → 平成２８年度 正職員１１名＋再任用２名） 37

地方公営企業法の適用と企業会計の採用 → 経営の見える化
（１）地方公営企業法の適用 平成３０年４月適用予定
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企業会計の採用

項目 官庁会計 企業会計

収支区分 歳入・歳出
◇事業年度ごとの収入と支出のみの管理

収益的収支と資本的収支
◇歳入と歳出を損益取引に基づく収益的収支（その年の収益に役立っ
た費用）と投下資本の増減に関する資本的収支（翌年度以降の収益に
貢献する費用）の２つに分けて管理

経理方式 単式簿記
◇単式簿記では、現金の収支のみを記帳するため、また現
金が動いていない隠れた債務は反映されず、経営状況の把
握が不明瞭

現金主義
◇現金の収支を根拠として、費用及び収益を計上する会計
処理

複式簿記
◇全ての取引を借方、貸方に分けて記帳するため、資産の移動や損益
の状況を正確に把握できる

発生主義
◇現金の収支のみならず、取引する相手との間に債権、債務が発生し
た事実をもって記帳するため、その年度における利益や損失がどの程
度であったかといった経営成績（フロー）や、年度末時点で保有している
資産や負債がどの程度かといった財務状況（ストック）が把握できる

減価償却 なし あり
◇建設のために要した費用は翌年度以降の収益に貢献する費用であ
り、その費用を資産化し、次年度以降の複数年で減価償却して費用化
することにより、その年度の利益（損失）を正確に把握することができる

ストック情報の適正な把握
◇金額ベースでの資産の老朽化の状態の把握による適切な更新計画
の策定や資金の確保

その他 予算主義 予算・決算重視



将来的な需要を適切に把握するとともに、ストックマネジメント等の知見を
活用して最適化を図る

必要な需要額を賄う財源を中長期的な経営の中で計画的かつ適切に確
保する

２ 経営戦略の策定

投資計画
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財政計画

効率的な投資
長寿命化によるライフサイクルコストの削減

料金改定を含む財源確保の方策

均衡

※ ストックマネジメント : 長期的な視野で下水道施設全体の今後の老朽化の進捗状況を考慮し、リスク評価等による優先順位付け行ったうえで、施設の点検、調査、
修繕、改築を実施し、施設全体を対象とした施設管理を最適化することを目的とする。

※ ライフサイクルコスト: 計画・設計・施工から維持管理、最終的な解体・廃棄までに要する費用の総額

現状と将来見通しを踏まえ、下水道サービスを持続的・安定的に提供していくための指針

投資計画
投資の所要額の見通し

財政計画
財源の見通し

均衡
経営基盤の強化と財政マネ
ジメントの向上



経営戦略における投資計画と財政計画の策定の流れ
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公
営
企
業
の
必
要
額

投
資
計
画

財
政
計
画

使用料
独立採算と公共料金性を勘案した適切な算定

一般会計繰入金
繰出基準に基づく繰入金の確保

地方債（長期借入金）
事業規模に見合った適切な水準での借入

ギ
ャ
ッ
プ
解
消

使用料と公費（一般会計繰入金）
のバランスや世代間負担の公平
等を勘案し、財源構成を決定

持続的な経営が可能となるように、今後の人口減少社会も見据えた適切な投資計画と、それを賄うことが可能な
財政計画を策定

優先順位付け、
平準化等による
合理的な投資

均衡

将来必要な投資
規模の目標設定
・更新計画
・長寿命化対策
・地震対策

将来の需要
予測



３ 下水道使用料の見直し
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下水道使用料の見直し
・汚水処理費用を賄える下水道使用料の確保
・将来投資の急増に備えた財源の確保
・下水道使用料の料金体系の見直し
・資産維持費相当分の使用料への反映等新算定基準に基づく下水道使用料の検証

下水道使用料
・能率的な経営の下における適正な原価を超えないもの
・適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保できるもの

下水道事業の現状
・汚水処理費用を下水道使用料で賄えていない（借入金の元利償還金が大きく資金不足が生じている）
・下水道事業は公費（一般会計）から多額の繰入金を受けながら経営を続けている

これからの課題
・流域下水道維持管理費負担金の見直し
・下水道施設の老朽化や劣化の進行による機能不全

→ 持続可能な下水道サービスを提供するための長寿命化など予防保全型施設管理
・将来的な更新改築投資の急増 → 投資額の平準化と財源の確保



下水道施設の老朽化に備えた対応策のあり方
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施設老朽化の現状と影響
①昭和55年頃から本格整備→ 下水道事業の資産は比較的新しく、30年経年していない資産が多い
②法定耐用年数50年→ 今後、更新・老朽化対策事業が大幅に増加する見込み

更新投資を行う場合には、減価償却費が大きく増加することが見込まれる

更新時期の集中により費用が急増した場合、使用料水準の大幅な引き上げが不可避となる可能性があり、世代間
公平の観点から問題を生ずる恐れがある
更新・老朽化対策事業は、新たな使用料収入の増が見込まれない

近年は借入金利子の減少により使用料対象原価が抑制されてきたが、今後は上記のような負担増を金利低下によ
りカバーすることは困難となることが見込まれる

老朽化に備えた対応策のあり方
①中長期的に平準化し、再構築・更新を進める
②経営戦略の活用 → 使用料や資金のあり方を見直し、将来の費用の急増に備える
③使用料算定→ 現在のサービス水準を維持するため、使用料対象原価に水道で採用されている「資産維持費」と

いった施設の再構築等のための費用を見込む
④資金の確保→ 更新・老朽化対策事業の急増に備え、財源構成を見直し資金を確保する
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投資額（下水道工事請負費）の推移と当面の老朽化対策
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（百万円）

昭和55年頃から本格整備→ 下水道事業の資産は比較的新しく、30年経年していない資産が多い
法定耐用年数50年→ 平成47年（2035年）頃から更新投資需要が急増見込み

中長期的に平準化し
再構築・更新が必要

昭和46年
松井ケ丘
同志社住宅

昭和54～57年
大住ケ丘

昭和61年
花住坂

平成3年
松井山手

開発事業者か
らの移管財産

平成28～32年度
長寿命化工事

平成33年度以降
更新工事

法
定
耐
用
年
数
５
０
年

平成41年度以降
更新工事

初期投資は
偏在している

将来の需要予測
を明らかにする

将来、改築更新時期集中する施設の長寿命化対策を進め、事業費の平準化と安定的なサービスの提供を図る必要がある



長寿命化のイメージ
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法定耐用年数50年で更新 → 40年程度に前倒し、計画的な長寿命化対策

50年

50年


